
Folk Music : A Critical Review of its Concepts and
Definitions

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2010-02-16

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 櫻井, 哲男

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.15021/00004617URL



櫻井 民俗音楽の概念についてのひとつの試み

民俗音楽 の概念 につ いての ひ とつの試 み

櫻 井 哲 男*

1,は じめに

0.音 楽の と らえかた

 1.2つ の視点

 2.実 態の点描

  1)地 域 に基づ くもの

  2)付 帯 目的に基づ くもの

3)伝 承形態(演 奏形態)に 基づ くもの

  4)伝 承 者(演 奏 者)に 基 づ くもの

mO諸 学 説 の 批判 的 検 討

 1.「 芸 術 音 楽 」 と民 俗 音 楽

 2.Wioraの``fc)lk"と その解 釈

 3.Karpelesな どの 口伝 中心説

 4.そ の 他 の 諸説

IV.ま と め

Lは じ め に

 従 来,人 類学 の 中 で音 楽 を 対 象 と した研 究 分 野 は,限 られ た,特 殊 な もの と して 扱

わ れて きた 。 た とえ ば,C. Kluckhohnに よ る と,文 化 人 類 学 の中 の民 俗学 に お い

て 「口頭 伝承 に よ って保 存 され た音 楽 」 が 扱 わ れ,ま た,記 述 的 ・分 類 的 人 類 学 の 中

の民 族 学 課 題 論 に お い て 「原 始 音楽 」 が 扱 わ れ る こ と にな って い る[ク ラ ッ クホ ー ン

1949:1-3]。 しか し実 際 に は,こ れ らは主 と して 音 楽 に お け る歌詞(song text)の

記 述 的 分 析 や,音 楽 を も っぱ ら社 会 的 な い し文 化 的 な 側 面 か ら位 置 づ け る もの で あ っ

た。 個 々の 音 楽 的 内容,た とえ ば音 階 構 造 や 音 組 織,リ ズ ム や メ ロデ ィー な ど の分 析

に基 づ き,音 楽 様 式 の把 握 を踏 まえ た 総 合 的 な音 楽 研 究 は,比 較 的 最近 に な る まで あ

ま りみ られ な い。

 一 方,音 楽 学(inusicology, Musikwissenschaft, etc.)の 分 野 で,そ の 主 な研 究対

象 とな って いた の は,西 欧 社会 に お け る 「芸 術 的 」 な音 楽 の 理 論 とそ の歴 史 で あ った 。

そ の源 流 は,古 代 ギ リシ ャの 音 楽理 論 に まで さか の ぼ る ことが で き るが,西 欧社 会以

外 の諸 民 族 の音 楽 が,音 楽学 の 対象 と して考 え られ る よ うにな った の は,19世 紀 の 後

半 に な って か らで あ る。 その 初 期 の段 階 で は0イ ギ リスのC。Engel, R. Wallaschek,

A.」.EIIisな どに よ り,ま た,そ の後 は ドィ ッのc. Stumpf, E.M. von Hornbostel,

R.Lachmann, C. Sachsな ど に代 表 され る音 楽 学者 た ちに よ って,顕 著 な業 績 が 残

され て い る 。 これ らの業 績 は,主 と して, 、西 欧社 会 以 外 の諸 民 族 の音 楽 に お け る音 律

や 音 階,音 楽 の起 源,楽 器 の 音律 な ど に関 す る もの で あ るが,そ の方 法 は,音 響 学 や
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心 理 学 な ど,お もに 自然科 学 に依 存 す る も ので あ った 。

 これ に対 して,今 世 紀 の,特 に1940年 代 以 後 にな る と,こ の分 野 で の国 際 的 な学 会

が い くつ か設 立 され た こ と もあ って,さ ま ざ ま な理 論 や 方 法 が 提 起 さ れ る よ うに な

り,そ の 中 の ひ とつ の潮 流 と して,音 楽 に 対す る文 化 人 類 学 的 な ア プ ロー チが,特 に

ア メ リカ の 何人 か の 学 者 を 中心 に 試 み られ る よ うに な るの で あ る。 た と え ば,The

Anthroﾟologyげ ル編6を 著 し たA・P・Merriamが そ の 代 表 的 な 存 在 で あ ろ う

[MERRIAM l 964]。 ま た, A. LomaxやB・Nettlな ど も,こ の流 れ に近 い立 場 を

示 して い る 音 楽学 者 で あ る。

 この よ うに,音 楽 学 と文 化 人 類 学 とが 接近 し,本 格 的 に共 通 の課 題 を 追 究 す る よ う

に な った の は最近 の こ とで あ る。 こ の よ うな学 問 は,今 の と ころ,民 族 音 楽 学 あ るい

は音 楽 民 族 学(ethnomusicology, musikalische V�kerkunde, etc・)の 領 域 に含 まれ

る と考 え られ て い る 。 しか し,歴 史 的 に浅 い学 問 で あ る こ とや 学 際 領域 的 で あ る こ と

な どに付 随 す る欠 陥 の ひ とつ と して,基 本的 な用 語 や 概 念 の い くつ か に つ い て,い ま

だ に,必 ず し も学 問 的 に明 確 で 十 分 な 共 通認 識 が で き上 が って い る と はい え な い,と

い う事 実 を 指 摘 で き るの で あ る。

 本 稿 の 目的 は,こ の よ うな背 景 か らの学 問 的 な 要 請 と して,ethnomusicologyに

お け る基 本 的 な 概念 の ひ とつ で あ る 「民 俗音 楽 」 の 実 体 を,い くつ か の側 面 か ら理 論

的 に明 らか に しよ う とす る もの で あ る。 民 俗 音 楽 の 持 って い る 研 究 上 の意 味 に 関 して,

小 泉 文 夫 氏 は,そ れ が 「芸 術 音 楽 を そ の 民族 性 の 上 か ら分 析 し,解 剖 して,そ の理 解

に根 拠 を与 え る基 礎 とな る意 味 」[小 泉1958:41]を 持 って お り,し た が って 「音楽

に お け る民 族 性 の概 究 に と って,民 謡 を ふ くめて の民 俗 音 楽 が その 中 心 な い し出発 点

に お か れ な けれ ば な らな い 」[小 泉1958:23]と 強 調 して い る。 一 般 に,民 族 性 とか

民 族 的 特 徴 とか い わ れ る もの は,そ れ 自体 を学 問 的 に厳 密 に規 定 す るの は 困 難 で あ る

と して も,あ る民族 の言 語 的表 現 様 式 や身 体 的行 動 様式 を含 め た文 化 様 式 お よび 生 活

様 式 な ど の,特 徴 的性 格 を類 型 的 に総 称 した もの とい え るで あ ろ う。 と こ ろで,習 慣

的 あ る い は伝 統 的 な 文化 様式 お よ び生 活 様 式 の基 本 的 な 諸特 徴 は,民 俗 学 の対 象 と し

て の伝 承文 化 にお いて と らえ る こ とが で き る 。 つ ま り,「 伝 承 文 化 は よ り多 く,民 族

の核 と結 び つ いて い る もの で あ り,そ の 民族 の民 族 的 特 性 は,伝 承 文化 の研 究 の上 か

ら と らえ られ る」[大 塚 民 俗 学 会1972:479]と され る。 した が って・ 民 俗 音楽 を伝

承文 化 の ひ とつ とと らえ る こ とに よ って,小 泉 氏 の よ うな 考 え 方 が 成 り 立 つ の で

あ る。

 しか し,他 方 に お い て,民 俗 音 楽 は 「民 衆 の生 活,こ とに労 働 ・行 事 ・信 仰 ・娯 楽

な ど と直 接 に結 び つ い た音 楽 」[小 泉1972:704]で もあ る。 この点 は,い わ ゆ る

「芸 術 音楽 」 とは,は っき り異 な って い るが,無 文 字 社 会 の 音楽 に対 して は,同 様 の

ことが い え るで あ ろ う。す な わ ち,文 化 や 社 会 の大 きな枠 組 の 中で,人 間 の生 活 の 諸
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側面と,直 接,具 体的にかかわりを持っているという点で,民 俗音楽は,無 文字社会

における音楽と多くの共通点を有 している。したが って,音 楽を単にその構造の上か

ら分析するだけではな く,そ れをとりまく文化的 ・社会的脈絡の中で とらえるという

方法をとるならば,民 俗音楽の研究は,無 文字社会の音楽の解明に対 しても,比 較し

うる対象としての意味を持っているのである。

 このように・民俗音楽は,音 楽であると同時に伝承文化でもあるところか ら,い わ

ゆる高文化社会における伝統的古典音楽に対しては,そ の 「音楽性」の上で深いかか

わりを持っており,他 方,無 文字社会の音楽に対 しては,そ の 「伝承文化性」におい

てつながりを持 っているといえる。従来のような狭い意味での音楽の研究ではな く,

人間のあらゆる音楽を対象として学問的にとり扱 うような新 しい分野が可能であると

するならば,こ の点から,さ まざまな種類の音楽の中で民俗音楽が,ま さに 「研究の

中心ない し出発点」になるべきであると考える。 この意味か らも,民 俗音楽をそれ以

外のものと区別するための,,明確な概念規定が必要 となってくる。

 こうした目的に沿って,本 稿では,ま ず漠然とした 「音楽」 というものの全体像を,

筆者なりにい くつかの側面か ら把握 してみる。これは,論 理的な展開のための基盤と

いうよりは,研 究対象としての音楽へのアプローチのためのひとつの視点を,研 究の

前段階的なものとして描きたい。その上で,従 来の民族音楽学的研究の中から筆者が

折にふれてみてきた,民 俗音楽の概念に関するものをいくつか検討 し,そ の範囲での

考察に基づいてこの問題を少 しでも明確にしようと試みる。限 られた範囲内での考察

であるが,民 俗音楽の研究の前段階的な試論として本稿を提示 したい。

皿.音 楽 の と らえか た

ユ.2つ の 視 点

 古 来,西 欧 の思 想 家 や 音 楽 理 論家 た ちに よ って,音 楽 とい う もの を,思 弁 的 に,あ

る い は哲学 的 な い し美 学 的 に,一 言 で定 義 づ け よ う とす る試 み が 数 多 くな され て きた

ことは,よ く知 られて い る。 た とえ ば,E. Hanslick(1825-1904)に よ る ,「 音 楽 の

内容 は響 きつ つ動 く形 式 で あ る」 とい う定 義 な ど は,あ ま りに も有 名で あ る[ハ ンス

リ ック1960:76]。 しか し,こ の例 を含 めて,こ の よ うな一 連 の定 義 づ け と い う もの

は,第1に,主 と して 西 欧 社 会 に お こな わ れて きた 音 楽,し か も,そ の 中で も,芸 術

的 に洗練 さ れ た音 楽 を念 頭 に 置 い た もの が 多 い とい う点 で,わ れわ れ が対 象 に しよ う

と して い る汎 世 界 的 な,あ るい は非 西 欧社 会 を 含 め た 音 楽 の,一 般 的 な と らえか た の

参 考 に は な りに くい。 ま た,第2に,そ れ が余 りに も思 弁 的 で あ る故 に,そ れ ぞ れ の

定 義 者 の,音 楽 の本 質 に対 す る考 え 方 の 表 明 に はな り得 て も,一 般 の承 認 が 得 られ る
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よ うな客 観 的 な 基 準 に は な り得 な い,と い う性格 を も って い る。

 これ とは逆 に,純 粋 に 実 証 的 な立 場 か ら,音 楽 の 究極 的 な素 材 で あ る 「音 」 の物 理

的性 質 に注 目す る ことに よ って,音 響 学 的 な対 象 と して の 音楽 を と らえ る こ と もで き

る。 た と えば,音 に は,強 さ(intensity),高 さ(pitch)お よ び音 色(timbre)の3

要 素 が あ り,こ の 音 が2つ 以 上組 み合 わ され る こ とに よ って,そ こに リズ ム,メ ロデ

ィー お よ びハ ー モ ニ0が 現 わ れ る,と い った 説 明 が そ れ で あ る[田 辺1951:6-7]。

しか し,音 楽 が単 に物 理 現 象 と して存 在 す る ので は な く,人 間 の精 神 活 動 の 所 産 ど し

て 創造 され,伝 承 され る もの で あ る こ とを考 え るな ら,こ の よ うな客 観 的 な と らえ か

た も,必 要 で は あ る が,一 面 的 で あ る と言 わ な け れ ば な らな い 。

 以 上 の2つ の立 場 を両 極 と して,そ の 中 間 に,さ ま ざ まな レヴ ェルで 音 楽 を と らえ

る方 法 が存 在 す る 。 そ の 中 に は,民 俗 音 楽 の概 念 を 明 らか にす る上 で,何 らか の 形 で

手 が か りに な る と考 え られ る もの が 少 な くな い 。

 そ こで,以 下 に お いて,い くつ か の 基 準 に基 づ いて 音 楽 の 全 体 像 を と らえ よ う と し

な が ら,同 時 に,そ の 中 で の民 俗 音 楽 の 位 置 を,大 づ か み に素 描 して み る。

2.実 態 の 点 描

1) 地域 に基づ くもの

 日本では,一 部で,「西洋音楽と東洋音楽」 といった2分 法が使われたことがある。

この用法は,西 洋音楽以外の音楽について,日 本人がいかに乏 しい情報しか持 ってい

なかったかを端的に示している。 その後,「 西洋音楽と非西洋音楽」という言い方に

改まるが,こ れは,あ たかも西洋以外における全ての音楽文化を総計して,よ うやく

西洋音楽と対価になるかのようなニュァンスを持つ。西洋の音楽が,音 楽文化の,よ

り正確には音楽産業の中心となっているのは,オ リジナルな地域 としてのヨーロッパ

を除くと,日 本その他2,3の 地域に過ぎない。すなわち,日 本における西洋音楽の,

量的に圧倒的な優位は,世 界的には特殊な文化現象であるといえる。この点か らも,

上のような用語はジ学問的には排除されるべきである。

 その上,日 本における 「西洋音楽」は,実 際には西洋の中世以降の,伝 統的古典音

楽と受けとられることが多いため,民 俗音楽や,い わゆるポピュラー ・ソング,フ ォ

ーク・ソング等は,そ れがたとえ西欧社会で作 られたものであっても,除 外 して考え

られるという危険があり,こ の点からも不適当な用語法といわねばならない。

 これに対して,筆 者としては,表1に 示すように,少 なくとも4つ の大きな音楽文

化圏を設定すべきであろうと考える。それは,こ れらが,い ずれも音楽文化の長い歴

史を持 っており,そ の中で,非 常に精緻な,そ れぞれに固有の理論体系を生み出して

きたと同時に,隣 接する広範囲な地域に対してその影響を及ぼ してきたと考えられて
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             表1 4大 音 楽 文 化 圏 素 描

地  域 } 琳 的音繊  1 宗教との締 つき

                          声明(し ょうみょう)等 の仏
中 国 音 楽 文 化 圏     5 音 音 階     教音楽
                          宋廟祭の音楽等の儒教音楽

              12音音階の中から
インド音楽文化圏 翻 ㈱ 麟 によつ 翻 囎 等晒 モン教

            微分音程を含んだ音列から
アラビア音楽文化圏  ÷カーム(旋 法)の 種類によ  アザーン等のイスラム音楽
            って選択

・一・・暗 楽文イヒ剛  12音 音 階 iミ サ等のキリスト教音楽

いるか らである。この4分 法は,こ れ以上の大きなまとまりを考えることはできない,

という最低のラインであって,こ れ以外にも,も う少 し小規模なまとまりとして,た

とえば,東 南アジア音楽文化圏,あ るいはペルシャ音楽文化圏といったものも,当 然

考えられる。

 なお,表1は,そ れぞれの音楽文化圏の,主 として伝統的古典音楽に関する比較で

あって,民 俗音楽に関するものではない。 しかも,危 険を承知の上で大ナタを振 っ

た結果としての素描 であって,細 か く拾えば例外 はいくらで もあることを断わって

おく。

 民俗音楽は,こ のいずれの音楽文化圏においても,ま た,こ れ以外の地域にも存在

する。 しか し,民 俗音楽の研究の難しさのひとつは,そ れがどこにでも存在 していて,

地域的,あ るいは民族的に大きな中心を持 ってお らず,ま た,同 時に,隣 …接する民俗

音楽文化圏との間に明確な境界線を引くことができない場合が多い,と いう点にある

と考える。 したがって,こ の表と同様の地域区分によって,そ れぞれの民俗音楽の特

徴を把握することが適当かどうかは,現 段階では決定できない。 しか し,基 本的な音

組織や リズム構造など,音 楽構造上のい くつかの特徴に関して,そ れぞれの音楽文化

圏における伝統的古典音楽 との間に何 らかの平行現象を指摘できる,と いう事例は,

これまでにも報告されている。

2) 付帯 目的に基づ くもの

 音楽は,全 体としてみると,必 ず しも,演 奏それ自体を純粋に享受するためのもの

ばかりとは言えない。他の目的を同時に持っているもの,お よび,他 の目的の下に従

属的におこなわれるものも多いのである。 この前者と後者 とは,現 象としてもっとも

とらえ易い,演 奏行為に注目すると,純 粋に音楽的目的だけのために演奏されるか,
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あるいは他の目的に付随して演奏されるか,と いう点で区別することができる。そこ

で,こ こでは,一 応前者を純粋音楽,後 者を付随音楽と呼ぶことにする。

 伝統的古典音楽の中で,い わゆる演奏会のためにステージでおこなわれるものや,

鑑賞用 として販売されるレコー ド,テ ープ類の制作のためのスタジオ録音等の演奏活

動の多 くは,純 粋音楽ということができる。また,民 俗的なレヴェルでは,祝 い唄や

座敷唄などの娯楽的な民謡の多くが,純 粋音楽である。これらが共通 して持 っている

目的は,広 い意味での娯楽といえるであろう。ただ,伝 統的古典音楽の場合は,個 人

を単位とした,高 度な精神活動としての享受という性格が強いのに対して,民 俗的な

ものは,共 同体を単位 とした,共 有の体験として享受するという面が強く現われる。

 つぎに,伝 統的古典音楽の中で付随音楽といえるものの目的は,大 きく,鑑 賞 ・娯

楽用と,宗 教 ・儀礼用 とに分けることができる。前者には,西 洋のバレー音楽やイン

ドのバーラタ・ナーティアムなどのような舞踊音楽,日 本の能楽やタイのコーン(仮

面劇)の 音楽などのような芸能音楽,日 本の歌舞伎の下座音楽や西洋のオペラなどの

ような劇音楽等々が考えられる。また,仏 教の声明やキリス ト教の典礼音楽,儒 教の

孔子廟の音楽などが後者に含まれる。

 民俗的な付随音楽にも,同 様に,娯 楽用としての舞踊音楽や芸能音楽,儀 礼用 とし

ての巫楽などが存在するが,伝 統的古典音楽と異なって,労 働に付随する音楽が存在

することが注目に値する。これは,多 くの場合,楽 器を伴なわない唄であるが,そ の

目的は,共 同作業としての労働そのものを促進すること,労 働の苦 しさを紛 らわそう

とする自慰的なもの,お よび,労 働の場においておこなわれるものではあるが,労 働

そのものには付随せずに,労 働の合間,な いし労働が終了 した後に歌われる慰労的な

もの,の3つ が考えられる。たとえば,日 本の民謡の 「よいとまけ」や,多 くの 「田

表2 付帯 目的による ジャンル区分例

付翻 的 記 矧 ジ ・ン・咽 睡 釧TC F
 _

     AL簸 会用音楽     ↑

    冤}ス 媚 録音用音楽 純粋謙 /    一 一

     cl娯 楽 的 民 謡      ・
鑑 賞 ・娯 楽 一

     Dl舞 踊 音 楽     ・    -

     El芸 能 音 楽      ㎝ 一

     Fl劇 音 楽 イ髄 音楽 

宗 教・儀 ネ■G,1宗 教 音 楽     ・
一

労 働・慰 刻Hl作 業 唄
一

(表注) TC:伝 統 的古典 音楽 F:民 俗 音 楽
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植 唄 」 な どが 第1の もの で あ る。 ま た,た とえ ば,韓 国 の 済州 島 で は,「 海 女 の 唄 」

と呼 ば れ る もの の中 に,第2の もの と第3の も の とが み られ る。

 以 上 の よ うに,純 粋 音 楽 の付 帯 目的 は,鑑 賞 ・娯 楽 とい う こ とが で き,付 随 音 楽 に

は,鑑 賞 ・娯 楽,宗 教 ・儀 礼,労 働 ・慰 安 の3つ の 目的 を考 え る こ とが で き る。 これ

を ま とめ る と,表2の よ うに な るが,こ こで 示 した ジ ャ ンル 例 に沿 って 言 うな らば,

民俗 音楽 に は,す で に述 べ た よ うに,Cか らHま で の各 ジ ャ ンル が 存 在 す る と考 え

られ る。 そ の 中 で,Dか らGま で の各 ジ ャ ンル は,伝 統 的 な古 典 音 楽 に お い て もま

た,み られ る もの で あ り,そ の 意味 で は重 複 して い る とい え る。 た だ し,上 の 表 中 に

は,映 画 音楽 や ポ ピ ュラー ・ミュ ー ジ ック な どの よ うに,ど ち ら と も言 え る もの,あ

るい は,明 確 に ど ち らに属 す る と は言 えな い中 間 的 な もの は,ジ ャ ンル 例 と して あ げ

て い な い 。

3) 伝承形態(演 奏形態)に 基づ くもの

 いうまでもな く,音 楽は,人 間によって創作され,演 奏され,そ して享受されるも

のである。 この一連のプロセスが,同 一の個人によっておこなわれるか,同 一集団に

よるものか,あ るいは,さ まざまな形で,異 なる個人ないし集団が関与するかという

ことは,音 楽のジャンルや曲目毎にほとんど無限に近い組合わせがあるにしても,こ

のプロセスそのものは,ど のような場合にも不変である。その中で,人 間の生活空間

においてもっとも直接的に,し か も具体的に認識されるのが,演 奏行為であるといえ

る。なぜなら,創 作行為そのものは,具 体的な 「音」 として鳴 らされる前に,ま ず,

人間の意識の内に生起するものであり,ま た,享 受行為は,ひ とたび鳴 らされた 「音」

を知覚することによって,人 闇の体験の中に蓄積 されるものであって,こ の両者は共

に,具 体的な形を伴わないからである。

 演奏行為の中には,す でに創作された音楽を忠実に再現する場合ばか りではなく,

部分的に再創造をおこなう場合 も含まれるが,大 きく見ると,こ れらを文化の伝承行

為のひとつ ととらえることができるであろう。その伝承形態は,伝 統的古典音楽の多

くのもののように,ジ ャンルや曲種によって一定の規範を持 っている場合 もあるが,

伝承の過程において,同 一の曲を異なった形態によって演奏 し,そ の新たな表現様式

が受け入れられて定着することもある。

 さまざまな演奏形態を,ま ず,音 楽の表現手段としての発音体の面か らみると,人

間の肉声のみによって表現する声楽と,表 現の道具としての楽器を使 う器楽とに2分

できる。このような,発 音体による違いは,単 に肉声と物体音との間にある音色上の

差ばかりでなく,音 楽の表現の幅や表現内容の面で,全 く異なった様式を作 りだす要

因となっている。また,声 楽と器楽との併合形態 も,数 多 くみ られるものであるが,

この場合には,お 互いの表現様式の模倣や融合,あ るいは対立などを通じて,種 々の

69



国立民族学博物館研究報告  2巻1号

音楽的効果を生み出している。

 器楽の場合には,さ らに,表 現 しようとする音楽の性格に応じて,あ る程度のグル

ーピングが可能 となる。たとえば,西 欧社会における伝統的古典音楽では,9世 紀以

後の多声音楽,と くに,17世 紀か ら19世紀にかけての和声 くハーモニー)を 中心 とし

た音楽表現の流れの中で,リ ュー トやハープシコー ド,ピ アノといった和音表現の可

能な楽器が,器 楽の中で重要な位置を占めることになる。これに対して,弓 奏弦楽器

のほとんどは,声 楽 と同様に,ひ とつの旋律線を表現するのが主体であり,和 音表現

を前提としているものではない。また,膜 鳴楽器(太 鼓の類)は,リ ズムを表現する

ことが第1の 機能であり,和 音や旋律線の表現には不適であるといえる。このように,

いわゆる音楽の3要 素 としての リズム,メ ロディー(旋 律),ハ ーモニー(和 声)の,

いずれを中心に表現する楽器を使用するかによって,器 楽の様式を大きく3つ に分け

ることができる。

 様式上の違いを決定づける,も うひとつの大 きな要因は,演 奏者の数である。声楽

の場合にも器楽の場合にも,ひ とりで演奏する,い わゆるソロ形態か ら,100名 を超

える大アンサンブルまで多くの形態があるが,も っとも基本的には,演 奏者が単数で

あるか,複 数によるものかによって,表 現上に大きな差が生まれるといえるだろう。

それは,単 数の場合,個 人的な表現が最大限に発揮され,音 楽内容も個々の趣向や

技法によって大きく左右されるのに対して,2人 以上の複数の場合に は,常 に全体

の調和の中における,い ろいろな意味でバランスのとれた表現 が要求されるか らで

ある。

 以上をまとめると表3の ようになるが,個 々の実際の演奏行為は,こ のような非常

に基本的な類型区分によるものばか りではな く,そ れぞれの音楽に対応した具体的な

形態がとられている。声楽の表現形態としては,た とえば男声,女 声,混 声といった

性別によるものがあり,ま た,ソ プラノ,ア ル トなどの声域による区分,あ るいは,

輪唱や交互唱などの,音 楽形式上の区別,さ らに,演 奏者の年令別などによることも

可能である。器楽に至 っては,使 われる楽器の種類や数の組み合わせによって,ほ と

表3 伝承形態に よる ジャンル区分 例

発 音 体 の醐[ジ ・ ン ル 例 t 単 ・ 複

人 声(声 帯■ 作 業 唄1 独 唱,合 唱

リズム叢 楽制 通翻 ドラム厳

独 奏 合 奏旋 律 主 奏楽 器 い 玄 楽 合 奏

和 声 主 奏 楽 器   ピ ア ノ ・ソ ナ タ
一

混   合i雅 楽 1合 奏
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んど無限に近い演奏形態をみることができる。 しか し,そ のひとつひとつについては,

音楽の全体像の把握というここでの目的から外れるので,言 及を避ける。

 民俗音楽の演奏形態は,以 上のように,あ らかじめ音楽の表現内容の違いを前提と

して決定されるのと同程度に,あ るいは,む しろそれ以上に,音 楽以外の外的要素か

らの規制を受けることが多いと考え られる。これは,民 俗音楽が,多 くの場合民俗芸

能や民間信仰と結びついて,そ れ らの一部としての役割を担っていること,お よび,

日常生活の中の生産や労働の場において伝承されるものがあること,な どによる。 し

たがって,と くに民俗音楽の場合には,演 奏形態に関して も,個 々の演奏行為をとり

まいている文化的,あ るいは社会的な状況を把握し,そ れらとの関係においてとらえ

ることが,研 究上のひとつのポイントになるということを指摘 してお く。

4) 伝承者(演 奏者)に 基づ くもの

 先 に述 べ た よ う に,音 楽 に 関す る人 間 の 営 み の 中 で,生 活 空 間 に お い て,も っと も

直 接 的 に,し か も具 体 的 に認 識 で き る も の と して の演 奏 行 為 とい う もの に注 目 した場

合 に,も うひ とつ の 見 過 せ な い 問題 は,演 奏者 の社 会 的 地 位 や 身 分,そ の属 す る文 化

的集 団 な ど に よ って,音 楽 そ の もの の持 つ 性格 が大 き く異 な って くる場合 が あ る,と

い う点で あ る。 た とえ ば,日 本 の雅 楽 や 韓 国 の 国楽,イ ン ドネ シ アの ジ ャワ の宮 廷 ガ

ム ラ ンな ど の よ うに,宮 廷 に 所属 す る音 楽 家 集 団 に よ って 演 奏 され ,伝 承 さ れて き た

もの と,民 間 にお け る民謡 や 民俗 芸 能 な ど との 間 に は,使 用 され る楽 器 や音 楽 の表 現

様式 に お いて,は っ き り と区別 して と らえ な けれ ば な らな い差 異 が 認 め られ る こ とが

あ る 。

 演 奏 を音 楽 の 伝 承 行為 とす る な ら,こ の よ うな 問題 は伝 承 者 の 類 別 を軸 と して 考 え

る こ とがで き る。 この伝 承 者 の 問題 は,A. P. Merriamの よ うに,あ る共 同体 社 会

に お け る 「音 楽 家 」 の 概 念 が,そ の社 会 の他 の成 員 に よ って どの よ うに把 握 され て い

るか とい う,Merriamの 用 語 に従 え ば 「社会 行動 」 と い う面 か ら考 え る こと も で き

る[MERRIAM,1964:123-144]。 この場 合,実 際 の研 究 にお い て は,個 々 の伝 承 者

の 生 活史 や,彼 らが 所 属 す る社 会 集 団 の構 造 や 性格 な ど も把 握 しな けれ ば な らな いで

あ ろ う。 しか し,こ こで は,各 地 域,各 民 族 お よ び各 音 楽 ジ ャ ンル を 包 括 した,全 体

と して の音 楽 を 対 象 と して,類 型 的 な概 念 を 考 え て み る。

 大 ま か な と らえ方 を す る と,伝 承 者 が,音 楽 を専 門 の職 業 と して,そ れ に よ って 生

計 の すべ て,な い し大 部分 を まか な って い るか,あ る い は,職 業 と して は他 の も の を

持 って い なが ら,生 活 に お け る仕 事 以 外 の 場 で,音 楽 に 関与 して い る ものか,と い う

ひ とつ の基 本 的 な メル ク マ ール を たて る こ とが で きる。 た とえ ば,伝 統 的古 典 音 楽 は,

職 業 音楽 家 に よ って 創 作 され,伝 承 され て い る とい うこ とが で きる 。各 国 の宮 廷 音 楽

を は じめ,伝 統 的 な西 洋古 典 音 楽,日 本,中 国,イ ン ド,イ ラ ンそ の他 の古 典 音 楽 な
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どが,こ の範疇に含まれる。 これに対 して,民 謡や子供のわ らべうた,民 俗芸能など

を含めた民俗音楽は,音 楽に関する非職業人,い わゆる 「しろうと」によって創作さ

れ,伝 承されているものが多い。ただ し,中 には,ア フガニスタンの民間音楽のある

ものや,イ ラン北部のオシャーク(吟 遊歌人的な職能集団の一種)の 音楽などのよう

に,職 業的な音楽家によって伝承されている民俗音楽 も存在 している。

 また,現 実には,職 業的音楽家によるものとはいえないにしても,収 入を得るため

の仕事に不可欠なものとして,あ るいは,本 来の職業の業務の一部として,あ る種の

音楽が伝承されている。たとえば,魚 市場の 「せり」の声や物売りの呼び声などは,

この種の広義な音楽のひとつである。また,イ ンドの蛇使いや,各 地にみられる大道

芸人の音楽や唄などについても,同 種の ことが言える。これ らと性格は異なるが,仏

僧による,儀 式の一部としての声明(し ょうみょう)や,虚 無僧の尺八楽,キ リス ト

教の典礼音楽なども,こ の範躊に含まれる。これらは,い わば半職業人による音楽で

ある。

 このように,伝 承者の,音 楽に対する職業的 なかかわり方という面からとらえる

と,民 俗音楽は,必 ず しも固定することができないが,伝 統的古典音楽は,職 業的音

楽家によって伝承されているといえる。ただ し,現 実に存在する例が比較的多 く,し

かも混乱を招きやすいと考えられるもののひとつに,各 国政府や地方自治体,あ るい

は民間の営利団体などによって経済的な保証 を得ている,各 種 の 「民俗舞踊団」や

「民俗芸能団」の類をどのように扱うか,と いう問題が残る。 この場合,職 業的な音

楽家が 「民俗音楽」を標榜 しているのであるが,そ の内容に則 して考えると,ま ず,

オ リジナルな民俗音楽を部分的に,あ るいは一曲すべてを素材として,一 般向けに,

あるいはそれ以外の目的で編曲したり作曲 し直 したりしたもの。これは,音 楽の形態

や構造そのものが,元 のものとは異なってお り,ま た,新 たな曲がどれだけ聴衆に受

け入れ られ,伝 承されてい くか,未 知数であるため,少 なくともその段階では民俗音

表4 伝承 者によるジャンル区分例

伝承 者 区釧 伝緒 細分例1 ジ ・ ン ル 例 iTCF
}

 職 業 音 楽 家
宮 廷 音 楽 家  ジ ャワの 宮 廷 ガ ム ラ ン

民 間 音 楽 家 旧 本 の 箏 曲

半職業音楽家
宗 教 従 事 者 1仏 教 の声明(し ょうみ ょう)
      「

行 商 人 陵 り こ み の呼 び声
               }

非職業音楽家
郷土芸能保存会則 郷 土 民 謡

農   民 降 作 業 唄
(表注) TC:伝 統的古典音楽 F:民 俗 音 楽
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楽 とは い えな い 。 ま た,も っと紛 らわ しい の は,あ る地 方 の オ リジ ナ ル な民 俗 音 楽

を,そ っ く りそ の ま ま 模倣 す る もので あ る。 この場 合,音 楽 構 造 そ の もの を指 して,

あ る地 方 の民 俗 音 楽 と同一 で あ る(ま た は,類 似 して い る)と い う こ とは で き る が,

伝 承者 や伝 承 の 機 会,場 な どの点 で,オ リジナ ル な もの と異 な って い る とい う こ と,

換 言 す れ ば,文 化 的 ・社会 的 な脈 絡 か ら切 り離 され た音 楽 と い う点 で,民 俗 音 楽 とは

言 い得 な い。 民 俗 音 楽 を 素 材 と して新 た に編 ・作 曲 され た もの を含 めて,こ の 種 の 音

楽 を 民 俗音 楽 と区 別 す るた め に,ど う して も名 称 が 必要 な らば,「 ス テ ー ジ音 楽 」,あ

るい は,舞 踊 や 芸 能 の 上 演 を含 む意 味 で の,public performing musicの 中 に 含 め た

方 が,む しろす っき りす るで あ ろ う。

 これまで述べてきた内容をまとめると,次 のようになる。

 (1) 思弁的な立場や純粋に物理学的な方法では,人 間の文化 としての音楽をとら

えることはできない0

 (2)地 域に基づ く最低の区分として,中 国音楽文化圏,イ ン ド音楽文化圏,ア ラ

ビア音楽文化圏および西洋音楽文化圏が考えられ,そ れぞれの伝統的古典音楽と何 ら

かのつなが りを持った民俗音楽が存在する。

 (3) 音楽の付帯目的に基づいた区分 として,鑑 賞 ・娯楽用の純粋音楽,鑑 賞 ・娯

楽用,宗 教 ・儀礼用および労働用の付随音楽が考えられる。この区分は,民 俗音楽に

関しても適用できる。

 (4)伝 承形態に基づ くものとして,発 音体の音楽的性格による,声 楽,リ ズム主

奏器楽,旋 律主奏器楽,ハ ーモニー主奏器楽およびそれらの混合形態に区分できる。

これも,民 俗音楽にそのまま適用できる。

 (5)伝 承者に基づ く区分 として,音 楽に対する職業的なかかわり方に注目すると,

職業音楽家,半 職業音楽家および非職業音楽家が考えられる。民俗音楽は,そ のほと

んどが非職業音楽家によるものといえるが,中 には,半 職業音楽家および職業音楽家

によるものも存在する。

 以上によって,従 来,日 本で一般に,西 欧め伝統的古典音楽とほぼ同義に,あ るい

はそれを中心として考えられてきた,漠 然とした 「音楽」の実態を,基 準となるいく

つかの視点を設けることによって,広 い範囲においてとらえられることが明らかにな

った。研究の対象としての音楽は,少 な くともここに示 した程度の広がりを持つ もの

と考えなければならないであろう。 しか し,民 俗音楽をそれ以外の音楽から区別する

ための有効な視点は,音 楽全般を対象としたこのようなとらえかたによっては,必 ず

しも明らかにならなかった。そこで,次 に,民 俗音楽そのものに注目して考察するこ

とにする。
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皿.諸 学説の批判 的検討

1.「芸術音楽」 と民俗音楽

 民 俗 音 楽 と 「芸 術 音 楽 」 を 対 置 させ るや り方 は,一 般 に お こな わ れ て い る ばか り

で な く,学 問 的 に もあ る程 度 通 用 して い る よ うで あ る 。 た と えば,英 文 に よ る権 威

あ る音 楽 辞 典 の 中で,最 初 にethnomusicologyの 項 目を 登 場 させ た, W. Apelの

魚r〃αγ4」%痂 ηαりJof Music(2nd edition)に よ る と,民 俗 音 楽 は 「芸 術音 楽 に対

して,(特 に農 村 の)共 同社 会 の 音 楽 と そ の伝統 で あ る」[APEL l969:323]と 説 明

さ れて お り,日 本 の2,3の 音 楽 辞 典 も,民 俗 音 楽 を 「芸 術 音 楽 」 の 対 立 概念 とす る

点 で は,同 様 の 記 述 を して い る。 それ 以 外 に も,た とえ ば,民 俗 音 楽 の 事典 的説 明 の

中 に,次 の よ うな記 述 が み られ る 。

 「職 業 的 な作 曲 家 や 演 奏 家 に よ って創 造 され再 現 され る芸 術 音 楽 に 対 す る概 念 で,

これ を社 会 の基 層 にお け る音 楽 文化 と規 定 す る こと も あ る」[小 泉1972:704]。

 この よ うな用 語 法 の 背 景 に は,民 俗 音 楽 が 「本 来 民 族 の上 層 にお い て い とな ま れ る

芸 術 音 楽 に対 す る もの 」[小 泉1960:3078]と い う考 え方,つ ま り,社 会 の 上 層 に お

け る芸 術 音 楽,基 層(Grundschicht)に お け る民 俗 音 楽 とい った対 応 概 念 が存 在 す る 。

 筆 者 は,後 に も触 れ る よ うに,民 俗 音 楽 が 社 会 の基 層 に お いて お こな わ れ る もので

あ る,と い う点 に異 存 は な い 。 ま た,そ れ が,い わ ゆ る芸 術 音 楽 に対 して,「 ① 創 作

者 が 問題 に され ない,② 主 と して 口承 に よ り伝 承 され,③ 楽 譜 や規 範 が 固 定 され な い,

④ 地 域 社 会 との結 びつ きが 強 い,な ど の 一 般 的傾 向 が み られ る」[小 泉1972:705]

とす る 見解 も,大 筋 にお いて 了 承 で きる 。

 しか し,一 般 的 な慣 用 法 と して は と もか く,学 問 的 記述 の脈 絡 の 中 で 「芸 術 音楽 」

とい う用 語 を使 用 す る以 上,次 の2つ の点 で 問題 が あ りは しな いだ ろ うか 。 す な わ ち,

第1に,何 が 「芸 術 」 で あ って,何 が 「芸 術 で な い」 の か 。 そ の判 断 を,誰 が,ど の

よ うな基 準 で お こな うの か,と い う問題 。 第2に,仮 に第1の 点 が 解 決 され た と して,

民 俗 音 楽 が 「芸 術 音 楽 」 の 対 立 概 念 で あ る な らば,そ れ は 「非 芸 術 音 楽 」 で あ るの か,

また 逆 に,「 芸 術 音 楽 」 の 中 に は,い か な る民 俗 音 楽 も含 め る ことが で きな い の か,

と い う問題 で あ る。

 第1の 点 は,芸 術 に は厳 密 に客 観 的 な基 準 は な く,逆 に,そ うい うもの が 存 在 しな

い と ころ に芸 術 の存 在 理 由 の ひ とつ が あ る,と い う言 い 方 さ え で き るの で あ る。 つ ま

り,は じめ か ら,価 値 観 が 大 き く介在 す る はず の 「芸 術 」 とい う用 語 を,術 語 と して

使 用す る と ころ に問 題 が 生 ず るの で あ る。 第2点 も これ と関係 が あ るが,た とえ ば,

民 俗 音楽 の 中 で も,ス ペ イ ンの 土 着 の(ス テ ー ジ芸 で はな い)フ ラメ ン コの 音 楽,あ
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るいは,バ リ島の村落におこなわれるガムラン音楽の中に,筆 者は,芸 術的に洗練さ

れたものを認める。

 こうした曖昧さをできるだけ排除するために,新 たな術語が考え出されなければな

らない,と いうのが筆者の基本的な考えである。 今のところ妙案はないが,皿.に お

いてたびたび用いたように,筆 者は 「芸術音楽」に代わる 「伝統的古典音楽」とい う

語を,暫 定的に考えている。 それは,「 古典」という語が,あ る程度の時間的経過の

中で,多 くの人々によってすでに確立 した評価をもっている,と いう意味を含んでお

り,そ れが伝統 として現存 している限り,現 時点において価値を云々する余地のない

ものとしてとらえ られるからである。

 この問題に関 してはなお熟考の余地があると思うが,こ こではさしあたって民俗音

楽の方を術語として明確に規定する方向で論をすすめたい。

2.Wioraの"folk"と そ の 解 釈

 あ るひ とつ の地 域 や 民 族,国 家 な どを 対 象 と した 民 俗 音 楽 に 関 して は,ド イ ツや フ

ラ ンス,イ ギ リス,ア メ リカな どの学 者 を中 心 に,特 に1940年 代 以 後,数 多 くの 研 究

が 公 けに され て い る。 しか し,民 俗 音楽 そ の もの の一 般 概 念 や 定 義 に 論及 した もの は,

筆 者 が 見 た 限 りで は き わ めて 少 ない 。 そ の 中 で,民 俗 音 楽 の 国 際 的 な 研 究機 関 と して

も っと も古 い歴 史 を もつIFMC(lnternational Folk Music Council)の,1940年

代 の終 りか ら1950年 代 前 半 にか けて の機 関誌 に相 つ いで 発 表 され た,Walter Wiora

やMaud Karpeles, Ahmed A. Saygunの 研 究 が,民 俗 音 楽 の 概 念 に関 して 真 正面

か ら取 り組 ん だ もの と して注 目 され る。 た だ し,Saygunの ものは,民 俗 音 楽 を,音

楽 の面 か らば か りで は な く,言 語 学 的,社 会 学 的 お よび歴 史 学 的 に と らえな け れ ば な

らな い こ とを 指 摘 した 上 で,主 と して そ の 研 究 方 法 に 関 して述 べ て お り,概 念 そ の も

の を テ ー マ に した もの で は な い[SAYGuN I 951:7-10]。 こ こ で は,ま ずWalter

Wioraの もの を と りあ げ る。

 Wioraの 論文 は,「 本 物 の民 俗 音 楽 の 概 念 に 関 して」[WloRA 1949:14-18]と い

う もので あ り,こ の 中で,社 会 学 的 カ テ ゴ リ0と して の 「本 当の 民 俗 音 楽」 を,10項

目 に分 けて述 べ て い る[WloRA l 949:15-17]。 次 に,そ の要 点 を 列 記 して み よ う。

 (1) 「民 俗(folk)」 とは,国 民や 民 族 学 的 集 団 を 意 味 す るの で は な く,「 人間 社 会

の 基 本 的 な層(Grundschicht der menschlichen Gesellschaft)」 を意 味 す る。

 (2)「 民俗(folk)」 は 田舎 の人 々 だ けを 意 味 す るの で は な く,ま た,「 民謡 」 も,

農 民 の 唄 だ け で は な い。都 会 の 民俗 音 楽 の 歴 史 も あ る。

 (3)わ れわ れ は どの よ うな人 間 で も,本 来,少 な くと も部分 的 に は基 層 に属 して

い る。
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 (4)「 民 間 伝 承 」 の 意 味 で の 民俗(folk)は,単 に 共 同社 会 を 意 味 す る もの で は な

く,し た が って,民 謡 も,個 人 的 な唄 に対 す る(集 団 的 な)唄 で は ない 。 音楽 は,個

人 と集 団 との双 方 に 共有 さ れ る。

 (5)す べ ての 民 俗 音 楽 が,す べ て の人 の芸 術 とい うわ け で は な い。 「民 俗(folk)」

の中 に は,特 に 音 楽 に専 念 した り,人 並 み以 上 に 音楽 的 才 能 の あ る,特 別 な人 び とが

存 在 す る。

 (6)純 粋 の民 俗 音 楽 で あ る こ との証 拠 は,作 者 不 詳 とい う こ とで も,歌 詞 が変 わ

る とい う こ とで も,口 伝 と い う こ とで もな い。 東 洋 の芸 術 音 楽 は,一 般 に 口伝 で あ り,

歌 詞 も多 様 で あ る 。

 (7)「 本物(authentic)」 とい う こ とを,「 古 い 」 とい う こと と 混 同 して は い けな

い 。

 (8)民 俗 音楽 は,ど ん なに 密 接 に民 俗(folk)に 属 さね ば な らない か 。

  a)「 民 俗(folk)」 か ら起 った音 楽,す な わ ち,民 俗(folk)の 構 成 員 の ひ と りが

   作 った音 楽,あ るい は そ れ が 次第 に発 展 した もの 。

  b) 創 作者 が・ 社 会 の比 較 的 上 流 の階 級 に属 して い るが,「 民 俗(fi)lk)」 に近 い。

   た とえ ば,村 の 校 長 先生 。

  c) も との唄 は 「上 か ら」 来 た が,民 俗(folk>が 歌 い方 を変 え た もの 。

  d)上 か ら来 た ものが,歌 い方 も変 え られ ず に民 俗(folk>に 受 け入 れ られ た も

   の。

  e)民 俗(folk)に よ って 歌 わ れ て も,教 会 や学 校 で義 務 的 に歌 わ され る もの は,

   何 か 関 係 の 薄 い もの で あ る。

  f)民 俗(folk)に よ って 聴 か れ る ポ ピュ ラー音 楽 も あ る。

  g)専 門 の作 曲家 に よ って,大 衆 向 きに 作 られ た軽 音 楽 も あ る。

 (9) この よ うな 分 析 に よ って の み,申 し分 の な い用 語 を 獲 得 す る こ とが で き る。

「本 物 の民 俗 音 楽 」 とい う術 語 は,次 の よ う に定 義 され る べ き で あ る。 す な わ ち,社

会 の基 層 を構 成 す る人 々 に よ って 歌 わ れ,あ る い は演 奏 され る音楽 で あ り,記 憶 に 頼

って い るの で程 度 の差 は あ るが,彼 らに と って習 慣 的で,な じみ の 深 い 音楽 。 そ して,

あ る唄 が どの程 度 本 物 で あ るか,と い う こ とは,そ の唄 を 創 作 した り改 作 した りす る

際 に,民 俗(fblk)が どの程 度協 力 し合 うか,ま た,彼 らが そ の唄 を,自 分 た ちの も

の と して どの程 度 愛 す るか,に よ って 決 ま る 。

 (10)本 物 で な い民 俗 音 楽 とは,た とえ ばハ ンガ リ0や ス ペ イ ン,ア ル プ ス の 民 俗

音 楽 な ど とい って 紹 介 され る代 表 物 の よ うに,に せ 物 か,あ るい は誤 って 民 俗 音 楽 と

思 わ れ て い る もの で あ る。

以 上 が,Wiora論 文 の要 点 で あ る。 この 中 で,第2項 か ら第7項 ま で の 記 述 は,
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「～でない」といった否定形,な い し部分否定の形が多くとられて,い わば枝葉をと

り除 く作業となっているが,内 容的には,今 日のわれわれからみれば,大 筋において

常識的なものといってよい。ただし,第6項 における 「東洋の芸術音楽は,一 般に口

伝である」という記述は正確ではない。確かに,イ ンドの伝統的古典音楽のように,

口伝を主体としたものも多く存在するが,日 本や中国には,楽 譜(文 字譜)に よる伝

承形態 もみ られるからである。

 しか し,全 体として重要なのは,第1項 で 「民俗」とは社会の基層を意味する,と

定義し,こ の認識にたって,第8項 で創作者および伝承者の 「民俗」に対する関係を

類型化した上で,第9項 で概念規定をおこなっている,と いう流れである。すなわち,

Wioraに よる概念規定の中でもっとも力点が置かれているのは,民 俗音楽が 「社会

の基層を構成する人びとによって歌われ,あ るいは演奏される音楽」 としている部分

とみることができる。第9項 における概念規定の,そ の他の部分については,現 地調

査による観察や質問調査などを前提としない限り,結 論を下 し得ない内容をもってい

る。これは,概 念規定というものが持つべき明確さという点か らすると,疑 問が残る。

したがって,Wiora論 文か ら導き出されるもっとも重要な点は,民 俗音楽の伝承者

は社会の基層に属する,と いうものである。これほ,語 義解釈の当然の論理的帰結で

あること,ま た,民 俗音楽の実態に沿ったものである点から,妥 当なものと考える。

ただ,厳 密な概念規定としての問題があるとすれば,後 に触れるように 「基層」の語

に関してであろう。

3.Karpelesな ど の 口 伝 中 心 説

M・Karpelesは,「 実 際 的 な定 義 」 と して, C. Sharpな どに も受 け入 れ られ て い

る次 の よ うな定 義 を 記 述 して い る。

 「民 俗 音楽 は,多 くの 世代 に わ た って 口伝(oral transmission)の 方 法 に ゆ だ ね ら

れ て きた 音楽 で あ る」[KARPELES l 951:11]。

 これ は,伝 承 され て きた 時 間 的経 過 と して 「多 くの 世代 」 で あ る こ と,お よ び,伝

承 方 法 と して 口伝 で あ る こ とと に注 目 した もの で あ り,い ず れ も,民 俗 音 楽 の も って

い る重 要 な側 面 を 指 摘 して い る と考 え る。 なぜ な ら,時 間 的経 過 に関 して は,民 俗 音

楽 も,俗 統 的 古 典 音 楽 と同 様 に,そ れ な りの 「伝 統 」を も って い る も ので あ り,そ こに,

多 くの 人 び と に よ って 長 い 間 受 け入 れ られて きた もの と して,他 の,た とえ ば 流 行歌

の よ うに一 時 的 に創 作 され て は 消 え て い く もの とは 違 った,大 き な意 味 を も って い る

か らで あ る。 ま た,口 伝 で あ る とい う点 に 関 して は,す で に み た よ うに,W. Wiora

は, .そ れ が必 ず し も民 俗 音 楽 に 固有 の現 象 で はな い とい う点 で 否 定 的 な 見 解 を示 して

い るが,逆 に,民 俗 音 楽 の 中 に は,口 伝 に よ らな い もの は な い と考 え られ る の で,概
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念規 定 の ひ とつ と して有 効 だ ろ う と思 わ れ る か らで あ る。

 Karpelesは,続 い て 「民俗 音 楽 は,主 に 無 意識 的 に発 展 す る もの で あ る。 そ の発

達 は,あ る個 人 に で は な く,多 くの 人 々 に依 存 して い る」[KARPELES 1951:ll]と

述 べ,さ らに,そ の発 達 の しか た は,伝 統 を保 持 す る よ うな継 続 性,個 人 の創 造 的 な

衝 動 に起 因 す る変 化,お よ び共 同 社 会 の 意 見 を決 定 す る よ うな選 択 とい う3つ の 要 因

に依 拠 して い る,と す る[KARPELES l 951:12]。 つ ま り,昔 か ら伝 わ る ひ とつ の 音

楽 を,形 を 変 えず に そ の ま ま伝 承 す る場 合 と,個 人 的 な楽 才 や趣 向 な ど に よ って 部分

的 に,あ るい は全 面的 に改 作 し,そ れ が,共 同社 会 の全 体 に承 認 され て,新 た な 変形

と して 伝 承 され る よ うな場 合 とが あ る,と い う こと で あ る。伝 承 の さ れ方 を 説 明 す る

もの と して,確 か に,こ の よ うに い う こと はで き る と思 うが,こ れ を,Karpelesの

よ うに発 展 す る(devcloP)と か発 達(evolution)と い う見方 をす る と,音 楽 は,単

純 で 「低 俗 」 な もの か ら複 雑 で 「高 級 」 な ものへ と発 達 す る もので あ る,と い った,

誤 った 価 値 観 を 伴 う単 系 進 化 論 的 な 立 場 に 陥 る危 険が あ る。 した が って,こ れ は,民

俗 音 楽 の 伝承 に お け る 「変 化 」 の 問 題 と して と らえ るべ きで あ ろ う。

 次 に,IFMCで は,1953年 と1955年 に,国 際会 議 に お け る討 論 に基 づ いて,民 俗

音 楽 の 定 義 づ け を お こな って い る。 そ れ は次 の2つ で あ る。

 「民 俗 音 楽 は,口 伝 の 方 法 にゆ だ ね られ て き た音 楽 で あ る。 そ れ は発 展 の 所 産 で あ

り,継 続 性,変 形 お よ び選 択 の 状 況 に 依 存 す る もの で あ る」[IFMC 1953:12]

 「民俗音楽は,口 伝の過程を通して発展 してきた音楽的伝統の所産である。この伝

統を形づくるのは,次 のような要因である。

 (1)過 去と現在とをつなぐ継続性。

 (2)個 人またはグループの創造的衝動に起因する変形。

 (3)共 同社会による選択。 それが,音 楽が生きながらえるような形式あるいは諸

  形式を決定する。

 民俗音楽 という用語は,ポ ピュラー音楽や芸術音楽の影響を受けていないひとつの

共同社会によって,未 発達な起源から発展させ られてきた音楽に対 して適用できる。

また同様に,元 来はひとりの作曲家が創作したものであって,後 にそれが,共 同社会

の,口 頭の生きた伝承の中にとり入れられたような音楽に対 しても適用できる。

 この用語は,あ る共同社会に既成のものとしてとり入れられ,そ のまま変化を受け

ないでいるような,作 曲されたポピュラー音楽を含むものではない。なぜなら,民 俗

音楽に民俗的な性格を付与しているのは,共 同社会による音楽の改作や再創造だから

である。」[IFMC I955:23]

1953年 のものは,「現在の知識では,す べての学者を満足させる定義づけは不可能
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で あ る」 とい う断 り書 きが つ い て は い る が,一 読 して 明 らか な よ うに,先 に 引用 した

Karpelesの 主 要 な 論 点 が,ほ とん ど そ の ま ま 採 用 され た形 に な って い る。 ま た,

1955年 の もの の 前 半 を み る と,「 音 楽 的 伝 統 」 とい う 用 語 が 使 わ れ た り,要 因 の(2)

で}「 個 人 」 だ けで な く 「個 人 ま た は グル ー プ」 と 変 え る な ど,部 分 的 な変 更 が認 め

られ る もの の,や は り,大 筋 で はKarpelesの 考 え方 が軸 に な って い る。 した が って,

これ らに関 して は,前 述 の箇 所 と同 様 の 問 題 点 を 指摘 す る こ とがで き る。

 これ に対 して,1955年 の もの の後 半 に,術 語 と して の民 俗 音 楽 の 適 用 範 囲 が,「 共

同社 会 」 とい う概 念 を軸 に して定 め られ て い る こ とが 注 目さ れ る。 この時 の 委 員 会 の

メ ンバ ーを み る と,当 然,M. Karpelesは 含 ま れ て い るが, W. Wioraの 名前 はみ

え な い。 しか し,こ の 部 分 の,民 俗 音 楽 と共 同社 会 との 関 係 を軸 と した記 述 に は,先

に 引 用 したWiora論 文 に お け る第8項[WloRA 1949:16]に み られ る考 え方 が 色

濃 く反 映 して い る。 す な わ ち,Wioraが 「民 俗(folk)」 と呼 ん で い た もの を 「共 同

社 会 」 に 置 き換 えて ま と めた もの に 過 ぎな い,と もい え る。 それ は,最 後 の1行 で,

民 俗 音 楽 の 「民 俗」 と して の性 格 の よ り ど こ ろ と して 「共 同社 会 」 を考 えて い る と こ

ろ に,端 的 に 現 わ れ て い る。 換 言 す る と,Wiora論 文 で は 「社 会 の基 層 」 とい う概

念 が発 想 の 出発 点 で あ った の に対 して,こ こで は 「共 同 社会 」 を そ の 中心 に据 え て い

る の で あ る。 マ ス ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョン,特 に ラ ジオ が世 界 的 に普 及 しつつ あ る今 日

で は,こ こ に述 べ られ て い る よ うな 「ポ ピュ ラー 音 楽 や 芸 術 音 楽 の影ｩ一…-Fを受 けて い な

い 共 同体 」 は,厳 密 に は ご く少 数 の限 られ た地 域 に しか 残 存 して い な い で あ ろ う と思

わ れ る が,何 が 民 俗 音 楽 で あ って何 がそ うで な いか とい う基 本 的 な メ ル ク マー ル と し

て,こ う した考 え方 を参 考 に す る こ とが で き る。

4.そ の 他 の 諸 説

 民俗音楽の中で,実 際にある事例としてもっとも数が多いであろうと思われる民謡

に対 して,小 泉文夫氏は,次 のような概念規定をおこなっている[小 泉1958:40]。

(1) 創 作 者 が 問 題 と され な い 唄 で あ る こと。

(2) 記 録 に よ らず 伝 承 的 で あ る こ と。

(3) 没個 人 的 で,郷 土 性 を 持 つ集 団 に よ る伝 承 で あ る こ と。

(4) 時 間 的 に相 当 の歴 史 性 を もつ こ と。

上 の第1点 は,Wiora論 文 の 第6項 で 否 定 的 に触 れ られ て いた 問 題 で あ る。 Wiora

が 述 べ て い る よ う に,作 者 不祥 で あ る と い う こ とが,民 俗 音 楽 で あ る こ との 証 明 に は

な らない[WIORA 1949:16]と して も,逆 に み れ ば,民 俗 音 楽 の創 作者 は,不 明 で

あ るか,分 か って い て も問 題 と は され な い,と い う こと はで き る。 しか し,創 作 者 に

か か わ る規 定 が,概 念 を明 らか にす る上 で 重要 か ど うか は,別 の 問 題 で あ る。 筆 者 は,

創 作 者 に 関 して 特 定 の条 件 を定 め る必 要 が あ るな ら と もか く,そ れ を問 題 と しな い の
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で あ るか ら,研 究 の 過 程 で この点 が 問 題 とな る こ とは あ って も,一 般 的 な 概 念規 定 と

して は 強 い て と り上 げ る必 要 はな い と考 え る。

 第2点 お よ び第4点 は,伝 承 の方 法 お よ び伝 承 の時 間 的 経 過 に か かわ る もの と して,

言 い 回 しは異 な るが,す で にみ た よ うに,Karpelesが 同様 の問 題 を と り上 げて いた 。

ま た,第3点 は,伝 承 の 担 い手 に 関す る もので あ るが,こ こで い う 「郷 土 性 を 持 つ集

団」 と は,共 同社 会0あ る い は それ に近 い意 味 で あ る と思 わ れ る ので,IFMCの1955

年 の定 義 の後 半 に述 べ られて い る考 え方 と軌 を 一 に す る,と 考 えて よい で あ ろ う0そ

こで,こ れ ら に関 す る コメ ン トは,重 複 す るの で 避 け る こ とにす る。

 次 に,Bruno Nettlは,民 俗 音 楽 を 「高 度 な 文化 が 支配 的 で あ る地 域 に み られ る,

口頭 伝 承 に お け る音 楽 で あ る」[NETTL 1964:7]と 定 義 し,さ らに次 の よ うに述 べ て

い る。

 民 俗 音 楽 は,洗 練 され た音 楽 の体 系 を手 近 に 持 って い る とい う点 で,0般 に無 文 字

社 会 の 音 楽 と区別 さ れ る。 民 俗 音 楽 は,素 材 を この 洗練 さ れた 音 楽 と交 換 し,ま た,

それ に 深 く影 響 さ れ て い る。 民 俗 音 楽 が,洗 練 され た,あ る い は都市 の,あ る い は上

品 な 芸 術 音 楽 と区 別 さ れ る の は,記 譜 に よ らず,口 頭 伝 承 に依 存 して い る とい う点,

お よび,一 般 に,教 会 や 学 校,政 府 とい った公 共 施 設 の外 部 に存 在 す る,と い う点 で

あ る」[NETTL I 964:7]。

 これは,民 俗音楽の属 している文化について言及 し,そ れが無文字社会の音楽とは

区別されることをはっきりと指摘 しており,こ れまでみてきたものとは異なって文化

人類学的な視点をもっている点で注目される。 しかし0「高度な文化が支配的である

地域」とか 「洗練された音楽の体系を手近に持 っている」といった言い方は,や や漠

然としている。実際には,高 度な文化がどの程度支配的であるのか,あ るいは,洗 練

された音楽の体系がどの程度 「手近」にあるのか,と いったことにかかわりな く,民

俗音楽は,無 文字社会以外のあらゆる文化に存在すると考え られる。 したがって,こ

の点は,む しろ 「有文字社会における現象のひとつである」と規定する方が,明 確に

なるのであろう。 また,「洗練された音楽」との互換性や影響の問題は,概 念規定と

いうよりは,民 俗音楽のもつ 「属性」 と考えられる。 さらに,「 公共施設の外部に存

在する」という点は,Wioraの いうような 「社会の基層」における音楽,と いう規

定でカヴァーできるであろうと考える。

 以上,こ れまでおこなわれてきた民俗音楽に関する諸説を撹判的に検討 してきたわ

けだが,筆 者は次の3つ の点に注目したい。

1・Wioraお よびNett1が 指摘 した,民 俗音楽が存在する文化的,あ るいは社会

的な層。

2・Karpeles, IFMC,小 泉氏およびNettlが 指摘 した,伝 承方法の問題。
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3・Karpelcsお よび 小泉 氏 が指 摘 した,伝 承 の 時 間 的経 過 の 問 題 。

W.ま と め

 筆 者 の考 え る 「概 念 」 は,対 象 の性 格 や属 性,内 容 な どの 「説 明」 で は な い。i/.

で 検 討 した い くつ か の例 の う ち,Wiora, Karpeles,お よびIFMCの ものに み られ

るよ うに,説 明的 な規 定 には 具体 性 は伴 うが,ど の レヴ ェル まで 詳 細 に記 述 す るか,

あ るい は逆 に,ど の レヴ ェル で 大 まか に切 り落 す か とい った,と り上 げ る網 の 目 の大

き さの 基 準 が常 に曖 昧 で あ る。 これ に対 して具 体 性 に は乏 しい か も知 れ な い が,こ こ

で は,皿.で み た よ うな さま ざ ま な種 類 の 音 楽 の 中 か ら,民 俗 音 楽 を一 目 で 明 瞭 に区

別 し得 る よ うな記 述 を試 み る。 そ の た め に,第1に,民 俗 音 楽 は少 な くと もど うい う

もの で な け れ ば な らな いか と い う,い わ ば必 要 条 件 を 考 え る方 法,そ して第2に,民

俗 音 楽 を,人 間世 界 に お け る あ らゆ る現 象 の 中 の ひ とつ の 現 象 と して,い わ ば考 現 学

的 に と らえ る とい う方 法 を と る。

 民 俗 音 楽 を,人 間文 化 の あ らゆ る面 に お け る諸 現 象 か ら峻 別 す る第1の 条 件 は,そ
                                                   

れ が 基 層 文 化 に属 す る現 象 で あ る,と い う点 で あ ろ う。 さ らに,Nettlが 指 摘 す る よ
                                               

うに,民 俗音楽は無文字社会における音楽 とは区別されねばな らないので,有 文字社
つ                                                                   ロ

会 に お け る基 層 文化 に属 す る現 象 で あ る,と 考 え な け れ ば な らな い 。Wioraの 場合

に は,伝 承 者 が社 会 の 基 層 に属 す る と して い る の に対 して,・ こ こで は 「現象 そ の も

の」 が 「基 層 文 化 」 に属 さ な けれ ば な らな い と考 え る。 それ は,人 間 の 側 の 問 題 と し

て 考 え る と,ひ と りの人 間 の いか な る部 分 の ど こまで が 「基 層 」 に 属 す るか を 決 定 す

る の は困 難 で あ り,そ うな る と,滝 本 裕造 氏 が指 摘 して い る よ う に,こ れ を 「精 神 的

基 層 」[滝 本1974:14]と して 漠 然 と と らえ る方 法 しか な くな って しま う と考 え るか

らで あ る。
                                                      コ                           の       ロ                   コ    

 第2に,民 俗音楽は,記 録によらず,口 伝および身体各部の運動を通じて伝承され
                     

る現 象 で あ る,と 考 え る。 これ は,ま ず基 層 文 化 の 中 の さ ま ざま な 現 象 の 中 で,伝 承

さ れ る もの で あ る こ と と,従 来 の 多 くの 定 義 に 共通 して いた よ うに,そ の 伝承 方 法 が

口伝 で あ る こ と とを 明 記 した もので あ るが,さ らに,音 楽 の場 合 には 楽 器 の 演 奏 を伴

う ことが あ る こ とを 忘 れ て は な らな い。 楽 器 に伴 う身 体 の動 き,た とえ ば 弦 楽器 や笛

の類 の指 使 い が 旋 律 の 動 き方 を決 定 し,ド ラム の鼓 面 へ の腕 の 打 ち下 し方 に よ って リ

ズ ム が決 定 され る。Merriamの い う 「身 体 行 動 」[MERRIAM 1964:103-114]の 側

面 も,伝 承 方 法 の ひ とつ と して 重要 な意 味 を 持 って い る ので あ る。
                                               

 第3に,民 話 や 伝 説,パ ン トマ イ ム な ど と区 別 す る た め に,民 俗 音 楽 は,一 定 の 音
                り                                       コ

楽的性格を備えている現象である,と しなければならない。 この場合の音楽的性格 と
        の        の     コ                                                                                       

は,高 さの異なる2つ 以上の音が,通 常の人間の感覚において連続 していると把握で
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き る よ うな 方法 に よ って,鳴 り響 く現 象,と い う,音 楽 の定 義 と して はお そ ら くも っ

と も広 義 な もの の 限界 だ ろ う と思 われ る もの を 設 定 して お く。 た だ し,通 常 の 会 話 に

お け る言 語 表現 も,高 さの異 な る2つ 以 上 の 音 が 連 続 的 に 鳴 り響 く もの に は違 いな い 。
                                            

そこで,こ れと区別するために,歌 詞を伴う音楽や純声楽の場合にはさらに,そ れが
                            の   の                                   り                

通常の言語表現様式と明らかに異なっていること,と いう条件 も必要になる。

 第4に,民 俗音楽を一時的なハヤリウタなどと区別するために,時 間的経過に関 し
                      り                                                   ロ                        

て,少 なくとも2世 代にわたって伝承されている現象である,と 考える。たとえ,あ

る程度長い期間にわたって保持されていても,そ れが特定の個人の一世代で終る特殊

なものであっては,共 同社会に受けいれられているとはいえない。すでに定着 したも

のとみなせる最少の時間的単位として,親 ・子の2世 代が必要であると考える。 これ

によって,将 来は民俗音楽として定義する可能性のあるものでも,少 なくとも現時点

では除外されるものも出て くるUま た逆に,本 来は一時的な流行歌などとして創作さ

れたものであっても,複 数世代を経て伝承されているものであれば,こ れを民俗音楽

とみなしてよいという考え方である。

 以上の4つ の条件をすべて満足させるような現象が民俗音楽である,と いうのが筆

者の考えである。本稿の最初に触れたように,こ れは主 として音楽学の分野における

これまでの成果に基づいたものである。将来,民 族学や民俗学における``folk"の 概

念や民俗音楽をめぐる議論などを検討 し,そ の上で,よ り広い視野に立ってこの問題

を考え直す機会があればさいわいである。
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